
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

（
本
則
）

‥

○
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
第
二
号
ニ
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
二
百
五
十
一
号
）
（
第
一
条
関
係
）

１

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
（
第
二
条
関
係
）

４

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
（
第
三
条
関
係
）

６

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
（
第
四
条
関
係
）

８

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
自
然
環
境
保
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
三
十
八
号
）
（
第
五
条
関
係
）

11

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
（
第
六
条
関
係
）

12

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
（
第
七
条
関
係
）

14

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
経
済
産
業
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
（
第
八
条
関
係
）

15

（
附
則
）

○
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
四
十
三
号
）
（
附
則

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

第
二
項
関
係
）

16

‥
‥
‥
‥

○
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第

号
）
（
附
則
第
三
項
関
係
）

17
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○
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
第
二
号
ニ
の
法
人
を
定
め
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
二
百
五
十
一
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
令

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
第
二
号
ニ

の
法
人
を
定
め
る
政
令

（
親
会
社
等
）

第
一
条

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う

１

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
第
二
号
ニ
の

。
）
第
五
条
第
一
項
第
二
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
あ
る
法
人
に

政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
あ
る
法
人
に
対
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず

対
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
関
係
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定

れ
か
の
関
係
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
支
配
関
係
」
と
い
う
。
）
を
有
す

支
配
関
係
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
法
人
と
す
る
。

る
法
人
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

あ
る
法
人
に
対
し
て
特
定
支
配
関
係
を
有
す
る
法
人
に
対
し
て
特
定
支

２

あ
る
法
人
に
対
し
て
特
定
支
配
関
係
を
有
す
る
法
人
に
対
し
て
特
定
支

配
関
係
を
有
す
る
法
人
は
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
特
定
支
配
関
係
を
有
す

配
関
係
を
有
す
る
法
人
は
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
特
定
支
配
関
係
を
有
す

る
法
人
と
み
な
し
て
、
こ
の
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

る
法
人
と
み
な
し
て
、
前
項
及
び
こ
の
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
特
定
区
域
以
外
の
区
域
に
お
け
る
貯
留
事
業
及
び
試
掘
の
許
可
に
係
る

鉱
物
）

第
二
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
鉱
物
は
、
石
油
及
び
可
燃

（
新
設
）

性
天
然
ガ
ス
と
す
る
。

（
収
用
委
員
会
の
裁
決
の
申
請
手
続
）

第
三
条

法
第
百
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十

（
新
設
）

六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
九
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
決
を
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申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
様
式
に
従
い
、
同

条
第
三
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
裁
決

申
請
書
を
収
用
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
の
額
）

第
四
条

法
第
百
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
新
設
）

い
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

試
掘
に
つ
い
て
法
第
四
条
第
一
項
の
許
可
を
申
請
す
る
者

許
可
一

件
に
つ
き
二
十
一
万
四
千
七
百
円
（
電
子
申
請
等
（
情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五

十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
同
法
第
三
条
第
八
号
に
規
定
す
る
申
請
等

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
一
万
三
千

八
百
円
）

二

試
掘
に
つ
い
て
法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
申
請
す
る
者

許
可

一
件
に
つ
き
二
十
一
万
九
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
二
十
一
万
百
円
）

三

法
第
十
四
条
第
一
項
の
許
可
（
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
許

可
試
掘
区
域
の
増
減
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
申
請
す
る
者

許
可

一
件
に
つ
き
十
二
万
七
千
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
二
万
六
千
二
百
円
）

四

法
第
百
二
十
条
第
一
項
の
許
可
を
申
請
す
る
者
（
法
第
十
三
条
第
二

項
に
規
定
す
る
試
掘
者
に
限
る
。
）

許
可
一
件
に
つ
き
二
十
万
七
千

五
百
円
（
電
子
申
請
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
十
万
五
千
八
百

円
）
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○
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
減
価
償
却
資
産
の
範
囲
）

（
減
価
償
却
資
産
の
範
囲
）

第
六
条

法
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

第
六
条

法
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
資
産
は
、
棚
卸
資
産
、
有
価
証
券
及
び
繰
延
資
産
以
外
の
資
産
の
う
ち

る
資
産
は
、
棚
卸
資
産
、
有
価
証
券
及
び
繰
延
資
産
以
外
の
資
産
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の
（
時
の
経
過
に
よ
り
そ
の
価
値
の
減
少
し
な
い
も
の
を

次
に
掲
げ
る
も
の
（
時
の
経
過
に
よ
り
そ
の
価
値
の
減
少
し
な
い
も
の
を

除
く
。
）
と
す
る
。

除
く
。
）
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

次
に
掲
げ
る
無
形
固
定
資
産

八

次
に
掲
げ
る
無
形
固
定
資
産

イ

鉱
業
権
（
租
鉱
権
及
び
採
石
権
そ
の
他
土
石
を
採
掘
し
又
は
採
取

イ

鉱
業
権
（
租
鉱
権
及
び
採
石
権
そ
の
他
土
石
を
採
掘
し
又
は
採
取

す
る
権
利
（
ロ
に
掲
げ
る
無
形
固
定
資
産
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）

す
る
権
利
を
含
む
。
）

ロ

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三

（
新
設
）

十
八
号
）
第
二
条
第
八
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
試
掘
権

ハ
～
ネ

（
略
）

ロ
～
ツ

（
略
）

九

（
略
）

九

（
略
）

（
内
部
取
引
に
含
ま
れ
な
い
事
実
の
範
囲
等
）

（
内
部
取
引
に
含
ま
れ
な
い
事
実
の
範
囲
等
）

第
二
百
二
十
五
条
の
十
六

（
略
）

第
二
百
二
十
五
条
の
十
六

（
略
）

２

法
第
九
十
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に
掲

２

法
第
九
十
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に
掲

げ
る
事
実
と
す
る
。

げ
る
事
実
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
も
の
の
使
用
料
の
支
払
に
相
当
す
る
事
実

一

次
に
掲
げ
る
も
の
の
使
用
料
の
支
払
に
相
当
す
る
事
実

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

第
六
条
第
八
号
（
減
価
償
却
資
産
の
範
囲
）
に
掲
げ
る
無
形
固
定

ハ

第
六
条
第
八
号
イ
か
ら
ツ
ま
で
（
減
価
償
却
資
産
の
範
囲
）
に
掲

資
産
（
国
外
に
お
け
る
同
号
ロ
及
び
ヨ
か
ら
ネ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

げ
る
無
形
固
定
資
産
（
国
外
に
お
け
る
同
号
カ
か
ら
ツ
ま
で
に
掲
げ
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に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）

る
も
の
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
租
税
条
約
に
異
な
る
定
め
が
あ
る
場
合
の
国
内
源
泉
所
得
）

（
租
税
条
約
に
異
な
る
定
め
が
あ
る
場
合
の
国
内
源
泉
所
得
）

第
二
百
九
十
一
条
の
二

（
略
）

第
二
百
九
十
一
条
の
二

（
略
）

２

法
第
百
六
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に

２

法
第
百
六
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に

掲
げ
る
事
実
と
す
る
。

掲
げ
る
事
実
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
も
の
の
使
用
料
の
支
払
に
相
当
す
る
事
実

一

次
に
掲
げ
る
も
の
の
使
用
料
の
支
払
に
相
当
す
る
事
実

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

第
六
条
第
八
号
（
減
価
償
却
資
産
の
範
囲
）
に
掲
げ
る
無
形
固
定

ハ

第
六
条
第
八
号
イ
か
ら
ツ
ま
で
（
減
価
償
却
資
産
の
範
囲
）
に
掲

資
産
（
国
外
に
お
け
る
同
号
ロ
及
び
ヨ
か
ら
ネ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

げ
る
無
形
固
定
資
産
（
国
外
に
お
け
る
同
号
カ
か
ら
ツ
ま
で
に
掲
げ

に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）

る
も
の
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）
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○
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
減
価
償
却
資
産
の
範
囲
）

（
減
価
償
却
資
産
の
範
囲
）

第
十
三
条

法
第
二
条
第
二
十
三
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

第
十
三
条

法
第
二
条
第
二
十
三
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

資
産
は
、
棚
卸
資
産
、
有
価
証
券
及
び
繰
延
資
産
以
外
の
資
産
の
う
ち
次

資
産
は
、
棚
卸
資
産
、
有
価
証
券
及
び
繰
延
資
産
以
外
の
資
産
の
う
ち
次

に
掲
げ
る
も
の
（
事
業
の
用
に
供
し
て
い
な
い
も
の
及
び
時
の
経
過
に
よ

に
掲
げ
る
も
の
（
事
業
の
用
に
供
し
て
い
な
い
も
の
及
び
時
の
経
過
に
よ

り
そ
の
価
値
の
減
少
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

り
そ
の
価
値
の
減
少
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

次
に
掲
げ
る
無
形
固
定
資
産

八

次
に
掲
げ
る
無
形
固
定
資
産

イ

鉱
業
権
（
租
鉱
権
及
び
採
石
権
そ
の
他
土
石
を
採
掘
し
又
は
採
取

イ

鉱
業
権
（
租
鉱
権
及
び
採
石
権
そ
の
他
土
石
を
採
掘
し
又
は
採
取

す
る
権
利
（
ロ
に
掲
げ
る
無
形
固
定
資
産
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）

す
る
権
利
を
含
む
。
）

ロ

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三

（
新
設
）

十
八
号
）
第
二
条
第
八
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
試
掘
権

ハ
～
ナ

（
略
）

ロ
～
ネ

（
略
）

九

（
略
）

九

（
略
）

（
内
部
取
引
に
含
ま
れ
な
い
事
実
の
範
囲
等
）

（
内
部
取
引
に
含
ま
れ
な
い
事
実
の
範
囲
等
）

第
百
四
十
五
条
の
十
五

（
略
）

第
百
四
十
五
条
の
十
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
六
十
九
条
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に
掲

３

法
第
六
十
九
条
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に
掲

げ
る
事
実
と
す
る
。

げ
る
事
実
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
も
の
の
使
用
料
の
支
払
に
相
当
す
る
事
実

一

次
に
掲
げ
る
も
の
の
使
用
料
の
支
払
に
相
当
す
る
事
実

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

第
十
三
条
第
八
号
（
減
価
償
却
資
産
の
範
囲
）
に
掲
げ
る
無
形
固

ハ

第
十
三
条
第
八
号
イ
か
ら
ネ
ま
で
（
減
価
償
却
資
産
の
範
囲
）
に
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定
資
産
（
国
外
に
お
け
る
同
号
ロ
及
び
タ
か
ら
ナ
ま
で
に
掲
げ
る
も

掲
げ
る
無
形
固
定
資
産
（
国
外
に
お
け
る
同
号
ヨ
か
ら
ネ
ま
で
に
掲

の
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）

げ
る
も
の
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

（
租
税
条
約
に
異
な
る
定
め
が
あ
る
場
合
の
国
内
源
泉
所
得
）

（
租
税
条
約
に
異
な
る
定
め
が
あ
る
場
合
の
国
内
源
泉
所
得
）

第
百
八
十
三
条

（
略
）

第
百
八
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
百
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に

３

法
第
百
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
実
は
、
次
に

掲
げ
る
事
実
と
す
る
。

掲
げ
る
事
実
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
も
の
の
使
用
料
の
支
払
に
相
当
す
る
事
実

一

次
に
掲
げ
る
も
の
の
使
用
料
の
支
払
に
相
当
す
る
事
実

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

第
十
三
条
第
八
号
（
減
価
償
却
資
産
の
範
囲
）
に
掲
げ
る
無
形
固

ハ

第
十
三
条
第
八
号
イ
か
ら
ネ
ま
で
（
減
価
償
却
資
産
の
範
囲
）
に

定
資
産
（
国
外
に
お
け
る
同
号
ロ
及
び
タ
か
ら
ナ
ま
で
に
掲
げ
る
も

掲
げ
る
無
形
固
定
資
産
（
国
外
に
お
け
る
同
号
ヨ
か
ら
ネ
ま
で
に
掲

の
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）

げ
る
も
の
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）
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○
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
機
械
等
）

（
特
定
機
械
等
）

第
十
二
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
機
械
等
は
、
次
に
掲

第
十
二
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
機
械
等
は
、
次
に
掲

げ
る
機
械
等
（
本
邦
の
地
域
内
で
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合

げ
る
機
械
等
（
本
邦
の
地
域
内
で
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合

を
除
く
。
）
と
す
る
。

を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
一
種
圧
力
容
器
（
小
型
圧
力
容
器
並
び
に
船
舶
安
全
法
の
適
用
を

二

第
一
種
圧
力
容
器
（
小
型
圧
力
容
器
並
び
に
船
舶
安
全
法
の
適
用
を

受
け
る
船
舶
に
用
い
ら
れ
る
も
の
、
自
動
車
用
燃
料
装
置
（
圧
縮
水
素

受
け
る
船
舶
に
用
い
ら
れ
る
も
の
、
自
動
車
用
燃
料
装
置
（
圧
縮
水
素

、
圧
縮
天
然
ガ
ス
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
（
道
路

、
圧
縮
天
然
ガ
ス
又
は
液
化
天
然
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
（
道
路

運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
規
定
す
る
普

運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
規
定
す
る
普

通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
又
は
軽
自
動
車
（
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項

通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
又
は
軽
自
動
車
（
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
同
法
第

に
規
定
す
る
検
査
対
象
外
軽
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
同
法
第

二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
燃

二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
燃

料
装
置
の
う
ち
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も

料
装
置
の
う
ち
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
用
い
ら
れ
る
も
の
及
び
電
気
事
業
法
、

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
用
い
ら
れ
る
も
の
及
び
電
気
事
業
法
、

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
、
ガ
ス
事
業

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
、
ガ
ス
事
業

法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の

法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安

確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百

の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第

四
十
九
号
）
又
は
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六

百
四
十
九
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）

年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）

三
～
八

（
略
）

三
～
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
す
べ
き
機
械
等

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
規
格
又
は
安
全
装
置
を
具
備
す
べ
き
機
械
等

）

）

第
十
三
条

法
別
表
第
二
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
圧
力
容
器
は
、
第
二
種

第
十
三
条

法
別
表
第
二
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
圧
力
容
器
は
、
第
二
種

圧
力
容
器
（
船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
用
い
ら
れ
る
も
の
、

圧
力
容
器
（
船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
用
い
ら
れ
る
も
の
、

自
動
車
用
燃
料
装
置
に
用
い
ら
れ
る
も
の
及
び
電
気
事
業
法
、
高
圧
ガ
ス

自
動
車
用
燃
料
装
置
に
用
い
ら
れ
る
も
の
及
び
電
気
事
業
法
、
高
圧
ガ
ス

保
安
法
、
ガ
ス
事
業
法
又
は
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
の

保
安
法
又
は
ガ
ス
事
業
法
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２

法
別
表
第
二
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
第
一
種
圧
力
容
器
は
、
小
型
圧

２

法
別
表
第
二
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
第
一
種
圧
力
容
器
は
、
小
型
圧

力
容
器
（
船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
用
い
ら
れ
る
も
の
、
自

力
容
器
（
船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
用
い
ら
れ
る
も
の
、
自

動
車
用
燃
料
装
置
に
用
い
ら
れ
る
も
の
及
び
電
気
事
業
法
、
高
圧
ガ
ス
保

動
車
用
燃
料
装
置
に
用
い
ら
れ
る
も
の
及
び
電
気
事
業
法
、
高
圧
ガ
ス
保

安
法
、
ガ
ス
事
業
法
又
は
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
の
適

安
法
又
は
ガ
ス
事
業
法
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

３

法
第
四
十
二
条
の
政
令
で
定
め
る
機
械
等
は
、
次
に
掲
げ
る
機
械
等
（

３

法
第
四
十
二
条
の
政
令
で
定
め
る
機
械
等
は
、
次
に
掲
げ
る
機
械
等
（

本
邦
の
地
域
内
で
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
を
除
く
。
）
と

本
邦
の
地
域
内
で
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
を
除
く
。
）
と

す
る
。

す
る
。

一
～
二
十
五

（
略
）

一
～
二
十
五

（
略
）

二
十
六

第
一
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
容
器
の
う
ち
、
第
一

二
十
六

第
一
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
容
器
の
う
ち
、
第
一

種
圧
力
容
器
以
外
の
も
の
（
ゲ
ー
ジ
圧
力
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下

種
圧
力
容
器
以
外
の
も
の
（
ゲ
ー
ジ
圧
力
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
以
下

で
使
用
す
る
容
器
で
内
容
積
が
〇
・
〇
一
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

で
使
用
す
る
容
器
で
内
容
積
が
〇
・
〇
一
立
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

及
び
そ
の
使
用
す
る
最
高
の
ゲ
ー
ジ
圧
力
を
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
で
表
し
た

及
び
そ
の
使
用
す
る
最
高
の
ゲ
ー
ジ
圧
力
を
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
で
表
し
た

数
値
と
内
容
積
を
立
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値
と
の
積
が
〇
・
〇
〇

数
値
と
内
容
積
を
立
方
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
数
値
と
の
積
が
〇
・
〇
〇

一
以
下
の
容
器
並
び
に
船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
用
い
ら

一
以
下
の
容
器
並
び
に
船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
用
い
ら

れ
る
も
の
、
自
動
車
用
燃
料
装
置
に
用
い
ら
れ
る
も
の
及
び
電
気
事
業

れ
る
も
の
、
自
動
車
用
燃
料
装
置
に
用
い
ら
れ
る
も
の
及
び
電
気
事
業

法
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
、
ガ
ス
事
業
法
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確

法
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
、
ガ
ス
事
業
法
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の

保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
又
は
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業

確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除

に
関
す
る
法
律
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）

く
。
）
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二
十
七

大
気
圧
を
超
え
る
圧
力
を
有
す
る
気
体
を
そ
の
内
部
に
保
有
す

二
十
七

大
気
圧
を
超
え
る
圧
力
を
有
す
る
気
体
を
そ
の
内
部
に
保
有
す

る
容
器
（
第
一
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
容
器
、
第
二
種
圧

る
容
器
（
第
一
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
容
器
、
第
二
種
圧

力
容
器
及
び
第
一
号
に
掲
げ
る
ア
セ
チ
レ
ン
発
生
器
を
除
く
。
）
で
、

力
容
器
及
び
第
一
号
に
掲
げ
る
ア
セ
チ
レ
ン
発
生
器
を
除
く
。
）
で
、

内
容
積
が
〇
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
（
船
舶
安
全
法
の
適

内
容
積
が
〇
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
（
船
舶
安
全
法
の
適

用
を
受
け
る
船
舶
に
用
い
ら
れ
る
も
の
、
自
動
車
用
燃
料
装
置
に
用
い

用
を
受
け
る
船
舶
に
用
い
ら
れ
る
も
の
、
自
動
車
用
燃
料
装
置
に
用
い

ら
れ
る
も
の
及
び
電
気
事
業
法
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
、
ガ
ス
事
業
法
又

ら
れ
る
も
の
及
び
電
気
事
業
法
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
又
は
ガ
ス
事
業
法

は
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を

の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）

除
く
。
）

二
十
八
～
三
十
四

（
略
）

二
十
八
～
三
十
四

（
略
）

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
個
別
検
定
を
受
け
る
べ
き
機
械
等
）

（
個
別
検
定
を
受
け
る
べ
き
機
械
等
）

第
十
四
条

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
機
械
等
は
、
次
に
掲

第
十
四
条

法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
機
械
等
は
、
次
に
掲

げ
る
機
械
等
（
本
邦
の
地
域
内
で
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合

げ
る
機
械
等
（
本
邦
の
地
域
内
で
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合

を
除
く
。
）
と
す
る
。

を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
二
種
圧
力
容
器
（
船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
用
い
ら

二

第
二
種
圧
力
容
器
（
船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
用
い
ら

れ
る
も
の
、
自
動
車
用
燃
料
装
置
に
用
い
ら
れ
る
も
の
及
び
電
気
事
業

れ
る
も
の
、
自
動
車
用
燃
料
装
置
に
用
い
ら
れ
る
も
の
及
び
電
気
事
業

法
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
、
ガ
ス
事
業
法
又
は
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業

法
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
又
は
ガ
ス
事
業
法
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除

に
関
す
る
法
律
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）

く
。
）

三

（
略
）

三

（
略
）

四

小
型
圧
力
容
器
（
船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
用
い
ら
れ

四

小
型
圧
力
容
器
（
船
舶
安
全
法
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
用
い
ら
れ

る
も
の
、
自
動
車
用
燃
料
装
置
に
用
い
ら
れ
る
も
の
及
び
電
気
事
業
法

る
も
の
、
自
動
車
用
燃
料
装
置
に
用
い
ら
れ
る
も
の
及
び
電
気
事
業
法

、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
、
ガ
ス
事
業
法
又
は
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に

、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
又
は
ガ
ス
事
業
法
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く

関
す
る
法
律
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）

。
）
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○
自
然
環
境
保
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
三
十
八
号
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
沖
合
海
底
自
然
環
境
保
全
地
域
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
に
影
響
を

（
沖
合
海
底
自
然
環
境
保
全
地
域
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
に
影
響
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
）

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
）

第
六
条

法
第
三
十
五
条
の
四
第
三
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、

第
六
条

法
第
三
十
五
条
の
四
第
三
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
八
号

）
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
探
査
を
行
う
こ
と
で
あ
つ
て
環
境
大
臣

が
経
済
産
業
大
臣
の
同
意
を
得
て
定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十

（
新
設
）

八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
試
掘
の
た
め
の
海
底
の
掘
削
を
行

う
こ
と
。

二

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定

（
新
設
）

す
る
探
査
を
行
う
こ
と
で
あ
つ
て
環
境
大
臣
が
経
済
産
業
大
臣
の
同
意

を
得
て
定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の
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○
消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
調
整
対
象
固
定
資
産
の
範
囲
）

（
調
整
対
象
固
定
資
産
の
範
囲
）

第
五
条

法
第
二
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
は

第
五
条

法
第
二
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
は

、
棚
卸
資
産
以
外
の
資
産
で
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
資
産
に
係

、
棚
卸
資
産
以
外
の
資
産
で
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
資
産
に
係

る
法
第
三
十
条
第
八
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
課
税
仕
入
れ
に
係
る
支
払

る
法
第
三
十
条
第
八
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
課
税
仕
入
れ
に
係
る
支
払

対
価
の
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
、
当
該
資
産
に
係
る
同
条
第

対
価
の
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
、
当
該
資
産
に
係
る
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
特
定
課
税
仕
入
れ
に
係
る
支
払
対
価
の
額
又
は
保
税
地

一
項
に
規
定
す
る
特
定
課
税
仕
入
れ
に
係
る
支
払
対
価
の
額
又
は
保
税
地

域
か
ら
引
き
取
ら
れ
る
当
該
資
産
の
課
税
標
準
で
あ
る
金
額
が
、
一
の
取

域
か
ら
引
き
取
ら
れ
る
当
該
資
産
の
課
税
標
準
で
あ
る
金
額
が
、
一
の
取

引
の
単
位
（
通
常
一
組
又
は
一
式
を
も
つ
て
取
引
の
単
位
と
さ
れ
る
も
の

引
の
単
位
（
通
常
一
組
又
は
一
式
を
も
つ
て
取
引
の
単
位
と
さ
れ
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、
一
組
又
は
一
式
）
に
つ
き
百
万
円
以
上
の
も
の
と
す
る
。

に
あ
つ
て
は
、
一
組
又
は
一
式
）
に
つ
き
百
万
円
以
上
の
も
の
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

次
に
掲
げ
る
無
形
固
定
資
産

八

次
に
掲
げ
る
無
形
固
定
資
産

イ

鉱
業
権
（
租
鉱
権
及
び
採
石
権
そ
の
他
土
石
を
採
掘
し
、
又
は
採

イ

鉱
業
権
（
租
鉱
権
及
び
採
石
権
そ
の
他
土
石
を
採
掘
し
、
又
は
採

取
す
る
権
利
（
ロ
に
掲
げ
る
無
形
固
定
資
産
を
除
く
。
）
を
含
む
。

取
す
る
権
利
を
含
む
。
）

）
ロ

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三

（
新
設
）

十
八
号
）
第
二
条
第
八
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
試
掘
権

ハ
～
ネ

（
略
）

ロ
～
ツ

（
略
）

九
～
十
一

（
略
）

九
～
十
一

（
略
）

（
資
産
の
譲
渡
等
が
国
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
の
判
定
）

（
資
産
の
譲
渡
等
が
国
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
の
判
定
）

第
六
条

法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
は
、

第
六
条

法
第
四
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
資
産
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
産
と
し
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
産
と
し
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
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る
場
所
は
、
当
該
資
産
の
区
分
に
応
じ
当
該
資
産
の
譲
渡
又
は
貸
付
け
が

る
場
所
は
、
当
該
資
産
の
区
分
に
応
じ
当
該
資
産
の
譲
渡
又
は
貸
付
け
が

行
わ
れ
る
時
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
と
す
る
。

行
わ
れ
る
時
に
お
け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

鉱
業
権
若
し
く
は
租
鉱
権
、
採
石
権
そ
の
他
土
石
を
採
掘
し
、
若
し

四

鉱
業
権
若
し
く
は
租
鉱
権
、
採
石
権
そ
の
他
土
石
を
採
掘
し
、
若
し

く
は
採
取
す
る
権
利
（
二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
第
二

く
は
採
取
す
る
権
利
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
採
石
権
等
」
と
い
う

条
第
八
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
試
掘
権
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

。
）
又
は
樹
木
採
取
権

鉱
業
権
に
係
る
鉱
区
若
し
く
は
租
鉱
権
に
係

試
掘
権
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
採
石
権
等

る
租
鉱
区
、
採
石
権
等
に
係
る
採
石
場
又
は
樹
木
採
取
権
に
係
る
樹
木

」
と
い
う
。
）
、
試
掘
権
又
は
樹
木
採
取
権

鉱
業
権
に
係
る
鉱
区
若

採
取
区
の
所
在
地

し
く
は
租
鉱
権
に
係
る
租
鉱
区
、
採
石
権
等
に
係
る
採
石
場
、
試
掘
権

に
係
る
試
掘
区
域
又
は
樹
木
採
取
権
に
係
る
樹
木
採
取
区
の
所
在
地

五
～
十

（
略
）

五
～
十

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
法
律
は
、
次
の
と
お

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
政
令
で
定
め
る
法
律
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一
～
四
百
七
十

（
略
）

一
～
四
百
七
十

（
略
）

四
百
七
十
一

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法

（
新
設
）

律
第
三
十
八
号
）
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○
経
済
産
業
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
鉱
山
・
火
薬
類
監
理
官
の
職
務
）

（
鉱
山
・
火
薬
類
監
理
官
の
職
務
）

第
十
九
条
の
五

鉱
山
・
火
薬
類
監
理
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

第
十
九
条
の
五

鉱
山
・
火
薬
類
監
理
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

ど
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十

（
新
設
）

八
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
試
掘
場
に
お
け
る
保

安
に
関
す
る
こ
と
。
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○
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
四
十
三
号
）
（
附
則
第

二
項
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
所
得
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
所
得
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
小
売
供
給
を
行
う

２

改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
小
売
供
給
を
行
う

事
業
を
営
む
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
み
な
し
登
録
特
定

事
業
を
営
む
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
み
な
し
登
録
特
定

送
配
電
事
業
者
に
対
し
て
当
該
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
施
設
を
設
け
る

送
配
電
事
業
者
に
対
し
て
当
該
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
施
設
を
設
け
る

た
め
に
要
す
る
費
用
を
負
担
し
、
そ
の
施
設
を
利
用
し
て
電
気
の
供
給
を

た
め
に
要
す
る
費
用
を
負
担
し
、
そ
の
施
設
を
利
用
し
て
電
気
の
供
給
を

受
け
る
権
利
（
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
取
得
さ
れ
た
も
の
に
限

受
け
る
権
利
（
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
取
得
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
）
は
、
所
得
税
法
施
行
令
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

る
。
）
は
、
所
得
税
法
施
行
令
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

条
第
八
号
レ
に
掲
げ
る
電
気
ガ
ス
供
給
施
設
利
用
権
と
み
な
す
。

条
第
八
号
タ
に
掲
げ
る
電
気
ガ
ス
供
給
施
設
利
用
権
と
み
な
す
。

（
法
人
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
法
人
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
小
売
供
給
を
行
う

２

改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
小
売
供
給
を
行
う

事
業
を
営
む
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
み
な
し
登
録
特
定

事
業
を
営
む
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
み
な
し
登
録
特
定

送
配
電
事
業
者
に
対
し
て
当
該
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
施
設
を
設
け
る

送
配
電
事
業
者
に
対
し
て
当
該
事
業
に
係
る
電
気
の
供
給
施
設
を
設
け
る

た
め
に
要
す
る
費
用
を
負
担
し
、
そ
の
施
設
を
利
用
し
て
電
気
の
供
給
を

た
め
に
要
す
る
費
用
を
負
担
し
、
そ
の
施
設
を
利
用
し
て
電
気
の
供
給
を

受
け
る
権
利
（
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
取
得
さ
れ
た
も
の
に
限

受
け
る
権
利
（
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
取
得
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
）
は
、
法
人
税
法
施
行
令
第
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

る
。
）
は
、
法
人
税
法
施
行
令
第
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
条
第
八
号
ソ
に
掲
げ
る
電
気
ガ
ス
供
給
施
設
利
用
権
と
み
な
す
。

同
条
第
八
号
レ
に
掲
げ
る
電
気
ガ
ス
供
給
施
設
利
用
権
と
み
な
す
。
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○
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第

号
）
（
附
則
第
三
項
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

内
閣
は
、
公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
別

内
閣
は
、
公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
別

表
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

表
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年

政
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

政
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
略
）

（
略
）

本
則
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

本
則
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
百
七
十
二

（
略
）

四
百
七
十
一

（
略
）


